
しんば賀津也と歩む会 ご案内・申込書 

■しんば賀津也と歩む会 規約 
名 称 第 一 条 ・本会は「しんば賀津也と歩む会」とする。 
目 的 第 二 条 ・しんば賀津也を支援し、社会的・政治的活動を後援すると共に、会員の識見を高め、 

もって社会の発展に寄与することを目的とする。 
事務所 第 三 条 ・〒４３６-００２２ 静岡県掛川市上張８６２-１ FGK ビルにおく。 
         TEL.０５３７-６２-３３５５ FAX.０５３７-６２-３３５６ 
活 動 第 四 条 ・目的遂行のために次の事業を行う。 

（１）講演会・研修会・懇親会の開催。 
（２）機関誌の発行。 
（３）その他第二条の目的達成に必要な事項を行う。 

役 員 第 五 条 ・本会に次の役員をおく。 
＊会長 １名 ＊副会長 若干名 ＊幹事長 １名 ＊副幹事長 若干名 ＊常任理事 若干名 
＊理事 若干名 ＊会計 ２名 ＊監事 ２名 ＊青年部長 １名 ＊ 女性部長 １名 

（１）役員は任期を一年とし総会において選任する。尚、再任も妨げない。 
（２）本会は相談役及び顧問をおくことができる。 

機 関 第 六 条 ・本会は議決機関として総会及び拡大幹事会をおく。 
（１）総会は本会の最高議決機関であり、活動方針、予算の決定・報告、規約の改訂、役

員の選出等、運営に関する必要事項の決定を行う。 
また、総会における議長は会長が行うこととする。 

（２）拡大幹事会は総会に次ぐ議決機関であり、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、

各地区責任者、青年部長、女性部長をもって構成する。 
（３）必要に応じて支部会を開くことができる。支部会は、各支部役員をもって構成する。 

組 織 第 七 条 ・本会は支部会をおくことができる。 
会 費 第 八 条 ・年会費は２,０００円とする。 

（１）会費の納入がなかった場合は、印刷物（歩む会ニュース等）の郵送を停止する。 
経 費 第 九 条 ・本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充当する。 
会 計 第 十 条 ・本会の会計年度は、毎年１月１日に始まり１２月３１日に終わる。 
その他 第十一条 ・この規約に定めない事項については拡大幹事会においてこれを定める。 
------------------------------------------------------------------切り取り線-------------------------------------------------------------------- 

■申 込 書             新規・変更      受付日 平成  年  月  日 
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